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　パ クパ とクビ ライが関係 を結んで 以降、チベ ッ トは モ ン ゴ ル 諸侯 そ して 清朝 へ と続 けて

「施主一応供僧 」 関係に代表され る仏教を基 とした 「緩やか な」 関係を結んで きた と理解 され

て い る
（1）

。 こ の ような関係は、モ ン ゴル 諸侯 そ して 清朝 との 関係 に受 け継が れて きた。その

ようない わ ば前近代的関係の 中で 、 チベ ッ トの 「政 ・教 」 両面 の 地位 は守 られて きた と言え

る。 しか し、 この よ うなチ ペ ッ トに もダライラマ 13 世 トゥ プテン ギャ ム ツ ォ （Thub　bstan

rgya 　mtsho ， 1876− 1933）時代 に は世 界全体にお ける 「近代化 」 の流れ が 及ん で くる こ とと

なっ た 。 即 ち 「西洋の 衝撃」 と 、 それを受 けて の 変化の 時代が 訪れた の で ある 。

　チベ ッ トにおけ る 「西洋の衝撃」 と して は 、 まず 1903−4 年の ヤ ン グハ ズバ ン ド（Sir　Francis

Younghusband，1863−−1942）率い るイギ リス 武装通商使節団の チペ ッ ト侵入 と、

「法王 」 ダラ

イラマ の 外モ ン ゴ ル の ウル ガへ の
一度 目の亡命が 想起 され る。 これ に際 して 、近代的軍備を

備えた武装使節団にチベ ッ ト僧俗混成軍は惨敗 し、その ラサへ の侵入 を許すこ と とな っ た 。

これが 、 まさに チベ ッ トにお ける直接的な 「西洋の 衝撃」 で あっ たので あ る。 ただ し、イギ

リス 使節団は 、 1904年の ラサ条約締結後す ぐに帰還 したため 、 こ の 事件の チベ ッ トの 制度

へ の影響は深 くは なか っ た 。 こ の 「衝撃」 は表面的な もの とも言える 。

　 これに対 し二 度 目の亡命 は、1909年 12月に
一

度目の 亡命か らラサ へ と帰還 して い たダラ

イラ マ が、翌 1910 年 2 月に 、 通商市場の 防衛 を名 目 とした四 川軍 （川軍〉の侵入 と、寺院

へ の発砲 な どを直接 の 原 因 として 、英領 イ ン ドへ 向か っ て 南行 した も の で あ る 。 こ の 亡 命

は、 1911年の 辛亥革命勃発を受 けて の駐藏軍の 混乱、チ ベ ッ ト人蜂起を経て 、全中国人官

吏 ・兵士が追放 された所 で、 1913年 1月に ダライラマ が帰還するまで続い た 。

　本論文 に お い て は 、
こ の 二 度 目の 亡命 に つ い て 論 じる。今 回こ の 事件 を取 り扱 うの は、ま

ずその 研究数その ものが 少ない か らで ある
 

。 またその数少ない研 究に して も、 中国の もの

は、漢文史料 を もとに特定の 立場か ら書かれて お り
（3）

、
一

方欧米の もの も、英語資料を用い

たイ ギ リス とチ ベ ッ ト ・清朝 （中国）・ロ シ ア との 外交史（4）が殆 どで あ っ て、当時の チベ ッ

トと、ダライ ラマ の 観点か ら書か れ た もの が ほ とん ど無 い （5）
。 加えて、ダライ ラ マ 政権が 発

した公 文書な どの チベ ッ ト語
一次史料が

、 現在 まで 殆 ど公刊されて い ない とい っ た 制約 もま

た存在 して い る 。

　 この ような中で有用 なチ ベ ッ ト語史料 と言えるのが 、 ダライラマ 13世の伝記 （以後 DL13）

で あ る 。 この書はダライ ラ マ 13世の死後編纂された もので あ るが 、 Shakabpa （1967）な ど

の 根本史料 と して使用 されて お り、 ダライラ マ の立場 ・考え を示す数少な い 史料の
一

つ で あ

る。
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　そ こ で本論文で は、 こ の DL13 に加 え、ダ ライラ マ 13世の書簡な どを もとに して ダライ

ラ マ の立場 ・考えを浮 き上が らせ る こ と とす る。その 上 で 、档案 な どの漢文史料 をも とに 清

朝側の 考えをも浮 き上が らせ る 。 さらに両者を対比させ る こ とによ っ て、こ の 亡命の チ ベ ヅ

ト史 にお ける歴史的意義に つ い て考察す る こ ととす る。

1　 時代背景と亡命の遠因

　まず、ダライ ラマ ニ 度目の 亡 命 に至るまで の 時代 背景 に つ い て 述べ る。 上述の 通 り 1904

年に、ヤ ン グハ ズバ ン ド率い るイ ギリ ス 武装使節団が チ ベ ッ ト軍を打ち破 っ て ラサ へ と近づ

く中 、 ダラ イラ マ
ー度 目の亡命が行われ る こ ととな っ た。

　 こ の 亡命は当初、当時チ ペ ッ トに接近 して い た帝政 ロ シ ァ を恃ん で、そ の 影響下 にあ っ た

ウル ガに 向けて行 われた 。しか し、亡命後帝政 ロ シ ア は血の 日曜 日事件の 勃発、更には 日露

戦争の 敗北で 急速に力を失 っ て い っ た 。

　ダ ライ ラ マ は これを受けて 改め て 清朝の 庇護を受け る べ く北京 へ と赴 き、そ こ に お い て 西

太后、光緒帝 らと会見 した 。 こ れ に つ い て は DL13 （90a6−b1）に
、 チベ ッ トの 政 ・教 に新 し

く変革す るこ とはない と の 良い 命令な どの 利益 を得た と記述 されて い る 。

　その
一方 、 清朝朝廷 に おい て は 1901年 （光緒二 十七年）以降その 最後の 近代化運動で あ

る清末新政が 開始されて い た 。 この運動はそれ まで の改革運動以上 に抜本 的な改革 を目指 し

た もの で あ っ た 。
モ ン ゴ ル

、 ウイグル な どの 「藩部 」 に対 して は、1906 年 （光緒三十二 年）

の 藩部の 事務統括機関で あ る理藩院を理藩部 へ と改定するな どの政策が行われ、その 結果清

朝の統治 も強 ま りを見せ、そ して それは チベ ッ トに も及ぶ こ と とな っ た の で あ る 。

　 それ は よ り中国本土 に近 く、土司に よっ て治め られて い た東チベ ッ ト・カム （Khams ）地

方 に お い て 、 激 し く行われた。その 中心人物は 隣接す る四川 の 実力者で 、清朝 とチ ベ ッ トの

境界地域を取 り扱う川潰邊務大臣とな っ た趙爾豊 （1845−1911 、 漢軍正藍旗人）で あ る 。 彼

は土司の領 土 を清朝の 直轄地に組み込む 厂改土歸流」 政策を積極的に行っ た他 、 政策に 反発

する地方諸勢力に対 して徹底的な武力弾圧 を行 っ た。 その 弾圧 は土 司 と同 じく独 自の 領土 を

持ち、反発の 精神的 ・物理的な支え ともな っ たチペ ッ ト仏教各寺院に も及び 、 僧侶 の殺害 ・

寺院の掠奪が行 われ る こ ととな っ た （DL13 ，90b1−5）。

　 趙爾豊が こ の よ うに 苛烈な強硬策を取 り続けて い た の に もか か わ らず 、 清朝朝廷 は彼を

1908年 3 月 6 日 （光緒三 十四年二 月四日）に、新た に駐藏辧事大臣へ と任命した （『徳宗實

録』 巻 587、頁 3 上）
（6）

。 この こ とは 、 彼の取 っ た強硬策が 暗黙で あれ清朝の 了解 を得た も

の で あ っ た こ とを示 唆して い る。 これに対 し、チ ベ ッ ト側は、
「
略奪者」 趙爾豐 が駐藏辧事

大 臣に な る こ とに強 く反発 した。

　 DL13 には、チ ペ ッ ト側が 清朝皇帝に趙爾豐 の 非を報告し続けたこ とと、 それに より皇帝

か ら 「川藏の 境界の仕事以外 、 チベ ッ トの 権利 に関与 する こ とは 許 され ない 」 旨の 返事が 得

られた こ とが示 されて い る （DLJ3 ，
90b5−91a3）（7）。

　 チ ペ ッ ト側の反応 を清朝朝廷が問題視 して い た こ とは、『徳宗實録』 （巻 595、頁 11下一12
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上 、 光緒三 十四年八 月丁丑 （1908年 9 月 19 日）項）などに示され てお り、確か で ある。ま

た 、 趙爾豐が 1909年 2 月 17 日 （宣統元年正月二 十七 日）に駐 藏辧事大 臣の職 を解除 され

た （『川档』 1156）の もこれを受けて の もの と考 えられ る 。

　とはい え、この辞任 もまた結局は名目上の もの に過 ぎなか っ た。それ は趙爾豐が 、依然 と

して川 潰邊務大臣、そ して 四川の 実力者 として強 い 影響力を持ち続け て い た か らで あ る。そ

うで ある以上、彼に よるカ ム の 清朝 へ の 組み込 み政策 もまた 止ま る は ずもなか っ た
。

　一方、中央チ ベ ッ トに お い て も、 1906 年の 駐藏鬻辧大 臣張蔭棠 （1864− 1937、 広東南海

人）、 趙爾豊が駐藏辧事大臣聯豫 （不明、 満州正黄旗人） らの 相次 ぐ赴任 とともに 改革運動

が開始 された 。
こ の 改革運動 は、チペ ッ トの ほ ぼ全分野 に 置 ける改革を目指 した もの で あっ

た （8）
。 しか し 、 それ はチ ベ ッ トを清朝の よ り強い 影響下に置 くこ とを 目指 した もの で もあ

り（9）、ダライラマ 側 に とっ て 望 ましい もの で はなか っ た 。 その こ とは上述の通 り、 チ ベ ッ ト

の 政 ・教を変革しない とする命令をダライ ラ マ 側が評価 して い る こ とか ら明らか で あ る。

　 こ の ように チベ ッ ト側の 反発が 高まる に至 り、清朝側は川軍の チ ベ ッ ト入 りを目する よ

うに な っ た 。
こ の 理論的裏付け とな っ たの が 、 1908年 に カル カ ッ タに て締結されたチベ ッ

ト通商規定の 、チベ ッ トにお け る通商市場の 護衛 を清朝軍が 行 うとい う第 12 条項で あ っ

た （10）
。 なお 、 か くして 川軍部隊が 派遣され る こ とが決定 し、 光緒三 十四年五 月 （1908 年 5

月 30 日一6 月 28 日）に は鍾穎 （1989 （90？）− 1915、 正黄旗人）率い る先遣部隊が ラサ へ 向

か うこ とが奏 された （『川档 』 188−89）。 そして、宣統元年六月二 十六 日 （1909年 8 月 11 日）

に こ の部隊が チ ャ ム ド経由で ラサ に 向けて 出発する こ と とな っ たの で ある （『川档 』 386−87）
（ID

。

　 これ に対 し DL13 （91a3−6）で は、川軍の チベ ッ ト侵入に つ い て 、二 つ の 理 由を挙 げて い

る 。 その第
一

は清朝皇帝に 対す る 、 張蔭棠の欺瞞であ る 。 こ こか らは 、 改革の 推進者の
一
人

張蔭棠に対 す る不信を読み取るこ とが で きよう。しか し、
一

方で派遣を承認 した清朝皇帝の

非は追及 されて お らず 、 ダ ライ ラ マ が皇帝 との 関係を軽視 して い なか っ たこ とも伺える。第

二 は
、

「条約」 で ある 。
こ こ に おい て 「条約 」 は勝手に 結ばれ 、 軍隊派遣の 原因 とな っ た も

の とされ て い る 。
こ の段階で は 、 チ ベ ッ トに と っ て 「条約」 は押 し付 けられ る 「悪 しき」 も

の だ っ た の で ある。

2　亡命

　こ の よ うに対立 が 深 まる中、1909 年 12 月 21 日 （宣統元年十
一

月九 日）に ダライ ラ マ は

ラサ へ と帰還 する こ ととな っ た 。 こ の 段階で ダ ライ ラ マ は、ラサ へ の 帰還 中に ア ム ド （A

mdo ）の ク ン ブム （sKu 　
’bum）に滞在 した際、カ ム で の 川軍の チ ベ ッ ト寺院の 破壊 につ い て

の 記述の 後に 、

…その 後に北京金の 都で 皇帝 と西太后に会っ た時に 〔皇帝の〕先祖が 歴代 に渡 っ て増

上縁 （資財）を与 えた意味の通 りに 、 教を保持 し守 り大切に しな ければな らない との 生

（直接）の 命令が 下され た の で 、 大皇帝 も悲心 を捨 て る こ とは有 り得ない
。 間の （に入
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る〉〔悪 い 〕中国の大臣か らの行 い 〔も〕な い 状況 にな っ た の で あ なたた ち も恐れ 忌む

必要はない … （KCG ，
68b7−69a4）

とする内容の 手紙をガ ル タ ル （mGar 　thar）寺 に送 っ て お り、こ こ か ら趙爾豐 、 聯豫 らに対す

る不信感 こ そ あれ 、 皇帝に 対す る戦意 は持っ て い なか っ た と思われ る 。

一方、ダライ ラ マ 帰還 に対 し、聯豫側 は大 い に危機感 を強 め た 。 こ の 危機感に っ い て は 、

ダライ ラマ 亡命後の 宣統二 年二 月二 十日 （1910年 3 月 30 日）に 出され た聯豫の奏文 に最 も

よく示されて い る。

　ラサに 五 層の 楼が あ ります 。

…
当該の すで に罷免 したダライは兵チ余人を整 えて ，そ

の 中に 駐屯させ
， 楼上 に 〔チベ ッ ト仏教の 象徴で あ る〕獅子形 の大旗 を立て ました。藏

中に また 私に造幣廠 を設けてお り， 〔その 中で 〕鋳造させ て い た銀銭 ・銅圓に は兩面に

模様 が あ りました 。 勝手に従前の 制度を改め
， 獅の 形の 〔銭〕を鋳造 しました 。 また拉

薩市中に蛮兵 を編成 しま した，名は警察 と して い ま したが ， 実際 は 〔それを〕も っ て 漢

人 の動 きを見通 そ うとした もので した 。 全て の チベ ッ ト商人の 全員が漢人 と交易す る こ

とを禁 じ ました，米粮柴草 （食料 ・燃料）の ， 全て に制限を加 えました，そ の 他の 慣例

の 公事 に つ い て も， 出来得 る限 り私に反対 しま した ， それ は我々 の 主権 の腕前 を奪 うに

明 らか で あ ります （『奏牘 』 1537 上 〉。

　この ように聯豫 は ダライラマ が 帰還後に行 っ た行動を示 し、 清朝の 主権を奪 うもの と して

危 険視 して い る（12）。こ れ らの行動の うち造幣に つ い て は、確か に宣統元年 （1909年）にチ

ペ ッ ト文字が 印された二 種類の硬貨が発行されて お り、その 内
一
種は獅子形の模様 が刻 まれ

た もの で ある 。 しか し、 以前に もチ ベ ッ ト文字が 印された銀貨が存在 し（13）、警備兵の 編成

なども、それ まで の 曖昧な清朝
一

チ ペ ッ ト関係 に おい て は 、ダライ ラ マ の 「政 ・教双方 の権

限」 として認 め られて きた もの で あ っ た 。

　しか し 、 聯豫は その行動に 対 して 、清朝の 「主権」 に反する もの とし、 それを危険視 した 。

これ は チベ ッ トを清朝の近代的 「主権 」 下 に 置 くとい う彼 の 考 えが 、 それ まで の 清朝
一

チ

ベ ッ ト関係 と矛盾 した も の で あ っ た こ とを示 して い る と言 える。聯豫 と彼の 考え る 「主権 」

の考えこそ 旧来の関係 によっ て保障されて い た ダライラ マ の権限と対立 して い くもの だ っ た

の で ある 。

　 こ の よ うな状況で は 、 チベ ッ ト側 か らの 川軍の 撤退要求な ど聞き入れ られる はずはなか っ

た 。
か くして 、川軍は略奪を行い なが ら、 ラサ の す ぐ近 くへ とや っ て くるこ と とな っ た ので

ある 。 その 中で 、 平和的解決 に む けて の 努力も無か っ たわ けで はなか っ た 。
1910 年 2 月 11

日 （宣統 二 年正 月二 日）、 ダライ ラ マ と駐 藏駑辧大臣温宗堯 （不明、広東人）、ネ パ ー
ル 代表

らとの 和平交渉が 開姶 された の で ある。 こ の 交渉の 結果 、 温 宗堯側か らダライ ラ マ の 政教

双方の 権限持続 と 、 中国軍が チ ベ ッ ト内で騒動 を起 こ さない との 文書が送 られ た 。 し か し、

DL13 （91a6」b6）で は、こ の 文書 も結局は 中国側の実際の 行動 と
一

致 しなか っ た とされ て

い る。
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　これ に っ い て 聯豫は 、 上述の 奏文中に、こ の 同意が対等の 国同士の
「
条約」 の形 をと っ て

お り、 本来 「
属地」 で あるチベ ッ トが そ の よ うな 「条約」 を結ぶ こ とは許されない ので 、 そ

の 部分を改め 、 温宗堯
一

人の 押印で 出させ た として い る （『奏牘』 1537下）。 これ まで観て

きたよ うに聯豫 は、 チペ ッ トが 清朝 「主権」 下の 厂属地」 で あるべ きだ とい う考えを明確 に

持 っ て お り、 こ の 温宗堯の 文書はその 考 えに反す るもの で あっ た。文書 の 不履行 は 、 それが

故であ っ た と言える。あ くまで も 「主権 」 に拘 る聯豫の姿勢に よ り、 和平の 可能性もまた 閉

ざされ る こ ととな っ たの で あ る 。

　そ して その 矛盾は、和平交渉の 失敗を受 け、軍事行動に よっ て 強制的に解決され る こ と と

な っ た 。 翌 12 日 （三 日）に鍾穎を隊長 とする川軍が 、ラサ へ と侵入す る こ と とな っ た の で

ある 。 彼 らは
、

ポタラ宮ばか りで な く、
ジ ョ カ ン 寺に まで発砲 した （DLI3，91b4− 6）。

こ の

ように して チベ ッ ト仏教の 中心で あるラサは、その 「施主 」 で あるはずの 清朝が放 っ た川軍

に よ っ て 、 蹂躙され る こ ととな っ た 。

　状況が緊迫の 度合い を増す中で 、 聯豫側 よ り最終回答の 文書が ダライラマ の もとに届 け ら

れた 。 DL13 （91b6L92al）に よれ ば、この文書 は
「政 ・教 」 の権限の 内 、 宗教事務 の権 限の

みをダライ ラマ に残す とい う内容の もの で あ っ た 。 それ は即ち ダ ライ ラマ の 「政治」 に対す

る権利 を奪 い 、それ を清朝側が行 うとい うこ とを 暗に示す もの で あ っ た の で ある。

　 チ ペ ッ トにお ける 「主権 」 の 確保 を目指す聯豫 と清朝に とっ て 、 政 ・教 を分離 し、 教権

をダライ ラ マ が 、 政権を清朝が 取 る とい う形 は現実的な案で あ っ た （14）
。 しか しそれ は

、 チ

ベ ッ トにおける 「政 ・教双方で の 権限」 の 保持を求め るダライ ラ マ に とっ て は 、 到底認め ら

れ る もの で はなか っ た 。 両者 の矛盾は、最 終段階 に お い て も解決 され るこ とはなか っ たの

で あ る 。　 か くして 、 ダライラマ は亡 命を選択し 、 その 日の 夜に ラサ を離れ る こ と とな っ

た 。 DL13 にお い て 、ダ ライラ マ がラサを離れ る 目的を 「北京 の 皇帝 に 事情 を申 し上げに 行

く」 （DL13 ，92a2） と して い た とされて い る こ とは注 目に値す る
（15｝

。 彼は少な くとも表面的

に は、清朝皇帝 との 関係を放棄する こ とはなか っ た （16）
。この状況に至 っ て も彼は 自身の チ

ベ ッ トにお ける
「政 ・教双方 の権 限」 の主張 と、 清朝皇帝 との関係 とが完全 に矛盾す る もの

とは考えて い なか っ た と見られ る の で あ る 。

3　亡命直後の状況

　亡命の 途 に つ い た ダライラマ は、シ ャ ル シ ー
マ （Shar　sil　ma ）〔ヤ トゥ ン （Yatung）〕に てイ

ギリス の通商事務 官 マ ク ドナ ル ド （David　Macdonald，1870−1962）と面会 して イ ギ リ ス の 保

護を求め、これ に対 しマ ク ドナ ル ドは歓迎 と保護要請の受け入れの 意を示 した （Macdonald

1932， 65）。

　その後彼は 、 シ ッ キ ム を経てカ リ ン ポ ン （Kalimpong；Ka 　ling　spug ）に 向か い 、そこ に 1

週間滞 在 した。その 最中の 1910 年 2 月 25 日 （宣統二 年正 月十六 日）、清朝 とダ ライ ラマ

との 関係が決定 的に 破綻 する事件が起 こ っ た 。 清朝皇帝 に よ りダライ ラ マ の 廃位 と新ダラ

イラ マ 選定開始の 通告が 出された の で ある （17）
。 こ の 通告はす ぐに イ ギリス 側 に も伝 えられ
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（BPP ，　No ．322）、 イ ン ドの新聞に も掲載 された （Shakabpa　l967，230）。 ダライ ラ マ 側は、こ

の 通告に加えて 、自らが 送 っ た報告 も無視 され続けた こ ともあ り、い よい よ聯豫 らの とっ た

政策が 清朝全 体 の意思で もある こ とを確信する こ ととな っ た （1）L13，93a6−b4）。 それ に よ

り、「施主」 清朝皇帝へ の 信頼もまた 失われ る こ ととな っ た。 1910年 9 月 に ラサ へ の 帰還 を

求め る清朝の使者 に 対す る手紙 の中で ダライラ マ は 、 清朝 とチ ベ ッ トが以前 と同様 の関係 を

保つ の は不可能 として い る （Shakabpa　19｝76，236）。 ここにお い て
「施主一応供僧 」 関係に象

徴 され る清朝 との 関係に よっ て 守 られ て きた 「チ ベ ッ ト」 の 地位は、大 きな転機を迎 えた の

で あ る 。

　一
方、ダライ ラマ を保護する こ ととな っ たイ ギリ ス は 、 チベ ッ トの 混乱が周辺 に 波及 する

こ とへ の 清朝側に懸念を表明 した 。 更に チペ ッ トの ダライラマ を変えるこ とは 、 チ ペ ッ トの

政治体制を変えない こ とを示 した ラサ 条約 、 英清北京条約双方に 違反 す るとして 圧力 をか け

た （BPP ，　Bnclosure　2　in　No．340）。これ を受けて 清朝側は 、 増援の 派遣 な どを停止せ ざるを

得 なか っ た 。 か くして 、「施主一応供僧 」 関係 に基づ い た 皇帝 へ の 要求 に よ っ て は全 く止ま

る こ との 無か っ た清朝軍の ラサ入 りは、イギリ ス に よる軍事力 を背景 とした清朝 へ の 近代 的

「条約」 の 遵守要求に よ っ て停止す る こ ととな っ た 。　　　　　　　　　　　　　　　　
1

　こ の後ダライ ラ マ は ダージ リ ン （Darjiling；rDo 　rje　gling）へ と向か い 、そ こで、イギ リス

政府か ら歓待を受けた 。
これ に よっ て ダライラ マ は、イ ギ リス との 友好関係 を強 めて ゆ くこ

と とな っ た 。 DL13 で は、

昔 日の 法敵 、 外国 （イ ギ リス ） と言 うドォ
・トル マ ・ドク （mdos 　gtor　bzlog， す べ て厄

払い の 儀式）三 っ で主要な敵 とな っ た彼ら自身 （イギ リス ） も今や 〔ダライ ラマ を〕尊

敬する友人 と施主 の形 として あ らわれた （DLI3 ，
93a6−94a3）。

　と して い る 。
こ の 記述 に お い て はイギリス も、か つ て の 清朝 と同じ く 「施主 」 として 示 さ

れ た 。 しか し 、 そ の前 に は 、

「友人 」 とい う表現 もまた加え られ て い る、チ ベ ッ トに とっ て

イギ リス は 「施主 」 で あ る前に 「友人」 で あ っ たので ある 。
こ の こ とは 、清朝 と結ばれた よ

うな 「施主 一応供僧」 関係が、その ままの形で イギリス との 関係に移行しなか っ た こ とを指

し示 して い る。「施主 一応供僧」 関係な どの チベ ッ ト仏教を基 とした外交関係は こ こ に変革

の 時期を迎えたの で ある 。

結論

　ダライ ラ マ ニ 度目の 亡命は 、 自らが
「近代化 」 を進 め る中で それ まで の 「緩 やか な」 関係

を放棄 し、チベ ッ トをよ り強い 政治的 「主権」 下に組み変えよ うとす る清朝 と、 従来の
「政 ・

教双方の権限」 を求め るダライラマ との 、矛盾の 結果 と して起 こ っ た もの であ っ た 。　 清朝

側 、 特 に聯豫 は、 「政 ・教双方の 権限」 を求め るダライ ラ マ の 存在 を、自身が チ ベ ッ トに 及

ぼそ うとする近代的な 「主権」 に 反す るもの と考えた。清朝に とっ て チベ ッ トの 存在 は、自

己の
「主権」 下に入 るもの で あ り、ダライラマ の 「政 ・教 」、 特に政治の 権限は それ に 抵触す
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るもの とされた の で ある。そ うで ある以上両者の 関係は 川軍の 侵入 と、 それに よ るダライ ラ

マ の 亡 命 と言 う形 に しか 帰結 しな い もの で あ っ た
。

　その 一方で 、ダライ ラマ は表面的で あ っ た にせ よ、清朝皇帝 との 関係 を 1910年 2 月 25

日の 事件まで断っ こ とはなか っ た 。 私は こ の こ とか ら、こ の 時点 まで ダライ ラマ が 自らの

「
政 ・教双方の権限」 と、 清朝皇帝 との

「施主一応供僧」 関係 とを矛盾 しない もの と見て い た

と考え る。そ うで あるが 故に、ダライ ラ マ は表面的で あれ 、その 関係を壊す清朝の 行為を、

皇帝が
「
騙されて 」 行 っ たもの と考え、皇帝 と直接話 して 平和裏 に問題を解決す る可能性 を

捨て 去っ て は い なか っ た と考えるので ある 。

　 しか し、清朝側 が ダライラマ 廃位を決 め、新ダライ ラ マ 選定を開始する に及ん で 、ダ ライ

ラ マ は改め て そ の 関係の 破綻 に気付かされ るこ ととな っ た。そ して それは、それ まで の 「施

主 一
応供僧 」 な どの チ ペ ッ ト仏教世界の 論理に基づ い た 「緩やか な」 関係の 、「近代」 にお

ける限界を呈示す るもの で もあ っ た 。 強力な軍隊を持た な い チ ベ ッ トに とっ て
、 そ の 関係は

自らの 地位保全のための 命脈で あっ た 。

　 ダライ ラマ ニ 度 目の 亡命 は、 「近代」 化を目指す清朝が 放 っ た川軍が 、 軍事的衝撃を与 え

た結果起 こ っ た 事件で あ る とい う点 に おい て 、「衝撃 」 で あ っ た 。 しか し、それ 以上 に 、 そ

の 命脈 の 関係が 清朝の 「近代化」 運動に よ っ て組み替えを迫 られ、それ を受けて チペ ッ ト側

もその 関係の 「近代」 にお ける限界に気付か された とい う 2 点 におい て 、 より深い 「近代」

の 衝撃 、 即 ち 「西洋の 衝撃」 で あ っ た の で ある 。 こ の 厂衝撃」 後 、 ダライ ラ マ は
「政 ・教双

方の 権限 」 を保持す るた め に
、 新 し い 関係 の 構築 を模索 し始 め る こ と とな っ た 。

　その 際新 た な 「関係」 として見出され て い っ た の が
、 まさに 近代 的 「条約」 に よ る 関係で

あっ た 。 チ ベ ッ トに とっ て それ まで の 「条約」 とは 、 清朝に よ っ て勝手に 結ばれた もの
、 或

い は武力に よ っ て強制的に結 ばされた もの で あ り、彼 らが望ん で 結 んだ もの で はなか っ た 。

しか し、か っ て の 「施主 」 であっ た清朝の崩壊後
（18）

、 ラサ へ 帰還 し 「独立宣言」 を発布 した

ダライ ラ マ は
「
国家」 として 、 チ ペ ッ トーモ ン ゴ ル 「条約 」 やシム ラ 「条約 」 に積極 的に関

わ り、

「政 ・教双方の 権限」 を守ろ うと して い くの で ある 。
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注

（1）チ ベ ッ ト と清朝の 関係 に つ い て 、チペ ッ ト仏教 に 言わ れ る財を施す施主 と法を施す応供僧 の 関

　　係で あ っ た とす る 「施主
一

応供僧 」 関係論を提示 し た の が 鈴木 （1962）で あ る。石濱 （2001）は、

　　それを発展 させて、モ ン ゴ ル ・
チベ ッ ト

・満州の 三者の関係に お い て 「仏教に よ る政治」 理念が

　　共有され て い た と し、その 場を 「チベ ッ ト仏教世界」 とす る論を提示 した 。

一
方、平野 （2004）

　　は、清朝 か ら見 て 、その 関係は 「文化世界 」 の承認 と、 武力 に よ る版図統合 の 両面 に よ る 厂統

　　合 」 で あ っ た とした。両者はその 関係を対等の 「関係」 とみるか清朝優位の 「統合」 と見るか に

　　よっ て 対立 して い るが、その 関係を
「緩や か な」 関係で あっ た と見る点で は一致 して い る。

（2） 日本 の 研究 と して は、台湾 の 档案史料を ま と め た も の で あ る光嶌 （1986；1987）が見 られ る もの

　　の 、概論に 留 ま っ て い る。また、ヤ ン グハ ズバ ン ドの 遠征に つ い て論じた玉井 （2001）、19 世

　　紀末の カ ム ・ニ ャ ロ ン を巡 る清朝 とダラ イ ラ マ 政庁 との 交渉を取 り扱っ た小林 （2004）な どが

　　あ る
。

（3＞亡命の原因を清朝が進 め た 「政教分離 」
「収回治権 」 改革 に 対す るダライラマ の

「
叛心」 に 求め

　　る周 （2000）など。 なお、馮 （1996＞な ど台湾 の 比較的客観的な研究もあるが、ほ とん どこ の

　　事件 に は触れ られ て い な い 。

（4）Lamb （1986）など。

（5）Shakabpa （1967）が 最もそ の 立場を代弁し て い る もの と言え る が、こ の書 も特殊な政治的状況
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　　 で書か れ た もの で あ り、完全に 当時 の 立場 に 立 っ た もの と は言 い が た い。

（6）光緒三十四年二 月六日 （1908年 3 月 8 日）に 趙爾豐が軍機処 に送 っ た档案に も同内容の 記述

　　 が見られ る （『川档』 159）。た だ し、彼 の 任命 中も聯豫 は 駐藏辧事大臣 とし て ラサ に て 任官中で

　　 あっ た。

（7）な お、チ ペ ッ ト側 の 報告 は、漢訳 が 「川档』 （214 ≒216 ）に あ る 。

（8）張蔭棠は チベ ッ トの政治機関 と して 交渉、巡警、督練、鹽茶、財政、工商、路礦 、学務 、 農業の

　　 九局 を設立す る計画を立 て て い た （馮 1996，185−208）。

（9）彼 らの 改革 は、チ ベ ッ ト文化 の 否定、儒教的な道徳や漢字教育の 押し付けな ど も含むもの で あっ

　　 た
。 現代 中国 の チベ ッ ト人研究者喜饒尼瑪 は こ れ らを挙げて 、 そ れ を 「大民族主義的民族圧迫

　　 政策」 と称 して い る （喜饒尼瑪 2000，53−55）。

（10）条約の締結 には、チベ ッ ト側代表者 も出席 して い た。しか し、彼 がチ ベ ッ ト政府側 に諮る こ とが

　　 無か っ た為 、政府側 は これ が 自らの 同意な しに結 ばれたもの と主張 した （Shakabpa　1976，220）。

（11）川軍の チ ベ ッ ト入 りに つ い て は
、 光嶌 （1986；1987）参照 。

（12）聯豫は 、 亡命前 の 宣統元年十
一

月戊 申 （1909年 12 月 14 日）奏文 に お い て、すで にダライラマ

　　 を
「自立 」 して イギリス との直接交渉を企 む存在 として警戒感を露に して い る （「宣統政紀』 巻

　　 25 頁 19 下一20 上）。

（13）チ ペ ッ トに おけ る造幣 に つ い て は、肖 （1985）に 詳 しい
。

（14） こ の 案はすで に 光緒三十
一

年十 二 月十三 日 （1906年 1月 7 日）に張蔭棠が提示 して い る （『奏

　　 順』 1304下）。

（15）聯豫 と温宗堯が 宣統二 年正月十
一

日 （1910年 2 月 20 日）に 軍機処に 出 した奏文中に も、恐 らく

　　 は 嘘で あ る とされな が らも、ダ ラ イ ラ マ が 北京 に 行 くと言 っ て い た と され て い る （「川档』 536＞。

（16） 1910年 3 月 14 日に イ ン ド総督 ミ ン トー卿 となさ れた会談に お い て も、ダライ ラ マ は 自らと皇

　　 帝 ・皇太后 との約束 が 駐藏大臣 に よ っ て 無視 さ れた と し、皇帝 で は な く駐藏大 臣を批判 して い

　　 る　（BPP ．　No．337）。

（17） 『宣統政紀 』 巻 30 、頁 1 上一3上、宣統 二 年 正 月辛酉 （1910 年 2 月 25 日）項な ど に その 記述が

　　 見 られ る 。 なお 、 こ の ような 「称号剥奪」 は
一度目の 亡命時 に もなされたが、ダライラマ が 北

　　 京 に 向か っ た こ ともあ り、 撤回され て い る。

（18）な お 、 亡命後、清朝側 とチ ベ ッ ト側が全面衝突 に 至 る まで の ラ サ周辺 の 政治情勢 に つ い て は 、拙

　　 稿 （日高 2006）に て論 じた 。
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